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(57)【要約】
【課題】より高輝度での点灯が可能な照明装置を提供す
る。
【解決手段】照明装置１は、照明装置１の外部から電力
を供給される給電部１０と、電池２０と、給電部１０及
び電池２０から選択的に供給される電力に基づいて発光
する発光部４０と、発光部４０による発光により発生す
る熱が電池２０へ伝わることを抑制する抑制部５０とを
備える。例えば、照明装置１は、さらに、電池２０、抑
制部５０及び発光部４０を、この順に配置された状態で
収容する筺体６０を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、
　前記照明装置の外部から電力を供給される給電部と、
　電池と、
　前記給電部及び前記電池から選択的に供給される電力に基づいて発光する発光部と、
　前記発光部による発光により発生する熱が前記電池へ伝わることを抑制する抑制部とを
備える
　照明装置。
【請求項２】
　前記照明装置は、さらに、
　前記電池、前記抑制部及び前記発光部を、この順に配置された状態で収容する筺体を備
える
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記抑制部は、前記筺体を、前記電池を収容する第一筐体部と、前記発光部を収容する
第二筐体部とに分断する位置に形成されたくびれ部である
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記抑制部は、前記筺体内の空間を分断する断熱部材である
　請求項２又は３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記抑制部は、前記電池を包囲する断熱部材である
　請求項２又は３に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記抑制部は、前記熱の一部を前記筺体外へ放熱する放熱部材である
　請求項２又は３に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記電池は、少なくとも一部が前記給電部の内部に位置するように配置されている
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記筺体は、前記給電部と前記電池とを収容する第一筺体部と、前記発光部を収容する
第二筺体部とに分離可能な構造を有し、
　前記抑制部は、前記第一筺体部と前記第二筺体部とを電気的に接続するコネクタである
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記照明装置は、さらに、
　前記発光部を収容する筺体を備え、
　前記電池は、前記筺体の外部に前記筺体と空隙部を隔てて配置され、
　前記抑制部は、前記空隙部である
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記照明装置は、さらに、
　（ｉ）前記給電部が外部から電力を供給されているときには前記給電部が外部から供給
された電力を前記発光部に供給し、（ｉｉ）前記給電部が外部から電力を供給されていな
いときには前記電池が出力する電力を前記発光部に供給する点灯回路を備える
　請求項１～９のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記抑制部は、さらに、前記点灯回路が前記発光部に電力を供給することに伴って発生
する熱が前記電池へ伝わることを抑制する
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　請求項１０に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般の照明装置として用いられるとともに、緊急用照明又は携帯照明として使用可能な
照明装置が開示されている（例えば、特許文献１を参照）。特許文献１に開示される照明
装置はバッテリを内蔵しており、緊急用照明又は携帯照明として用いられる際にはバッテ
リから供給される電力により発光する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２４８５３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、一般に、照明装置は、点灯しているときに光源素子等が発生させる熱に
より高温となる。また、照明装置の輝度が高いほど、その温度が高くなる。一方、バッテ
リは高温状態に置かれると劣化が早まる性質を有する。よって、バッテリを備える照明装
置は、高輝度化が困難であるという問題がある。
【０００５】
　そこで本発明は、より高輝度での点灯が可能な照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る照明装置は、照明装置であって、前
記照明装置の外部から電力を供給される給電部と、電池と、前記給電部及び前記電池から
選択的に供給される電力に基づいて発光する発光部と、前記発光部による発光により発生
する熱が前記電池へ伝わることを抑制する抑制部とを備える。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の照明装置によれば、より高輝度での点灯が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１における照明装置の外観図である。
【図２】実施の形態１における照明装置の構成を示すブロック図である。
【図３Ａ】実施の形態１における抑制部としてのくびれ部を備える照明装置を示す外観図
である。
【図３Ｂ】実施の形態１における抑制部としてのくびれ部を備える照明装置の別構成を示
す外観図である。
【図４Ａ】実施の形態１における抑制部としての断熱部材を備える照明装置を示す外観図
である。
【図４Ｂ】実施の形態１における抑制部としての断熱部材を備える照明装置の別構成を示
す外観図である。
【図５】実施の形態１における抑制部としての延出部を備える照明装置を示す外観図であ
る。
【図６】実施の形態１における照明装置の電池の配置箇所の別構成を示す外観図である。
【図７】実施の形態１における抑制部としての電力線及び空隙部を備える照明装置を示す
第一の外観図である。
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【図８】実施の形態１における抑制部としての電力線及び空隙部を備える照明装置を示す
第二の外観図である。
【図９】実施の形態２における抑制部としての着脱機構を備える照明装置を示す外観図で
ある。
【図１０】実施の形態２における抑制部としての着脱機構を備える照明装置の別構成を示
す外観図である。
【図１１】実施の形態２における照明装置の給電部の別構成を示す外観図である。
【図１２】実施の形態２における照明装置の電池の別構成を示す外観図である。
【図１３】実施の形態２における拡散板及び導光板を備える照明装置を示す外観図である
。
【図１４Ａ】実施の形態２における外部の電池と接続される照明装置を示す第一の外観図
である。
【図１４Ｂ】実施の形態２における外部の電池と接続される照明装置を示す第二の外観図
である。
【図１５】その他の実施の形態における照明装置の外観構成の一例を示す図である。
【図１６Ａ】その他の実施の形態における照明装置の外観構成の他の例を示す図である。
【図１６Ｂ】その他の実施の形態における照明装置の外観構成の他の例を示す図である。
【図１６Ｃ】その他の実施の形態における照明装置の外観構成の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施の形態に係る照明装置について、図面を参照しながら説明する。なお、以
下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。した
がって、以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位
置や接続形態、及び、工程（ステップ）や工程の順序などは、一例であって本発明を限定
する主旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位
概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説
明される。なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。
【００１０】
　（実施の形態１）
　本実施の形態において、より高輝度での点灯が可能な照明装置について説明する。具体
的には、照明装置が点灯した状態において、照明装置が備える電池が高温状態に置かれる
ことを回避することで、より高輝度での点灯が可能である照明装置について説明する。
【００１１】
　まず、本実施の形態に係る照明装置１の構成について図１及び図２を用いて説明する。
【００１２】
　図１は、本実施の形態における照明装置１の外観図である。図２は、本実施の形態にお
ける照明装置１の構成を示すブロック図である。
【００１３】
　図１及び図２に示されるように、照明装置１は、天井などの造営材に固定されて用いら
れる電球形の照明装置であり、照明装置１の周囲を照明する。照明装置１は、給電部１０
と、電池２０と、点灯回路３０と、発光部４０と、抑制部５０と、筺体６０とを備える。
なお、図１及び図２において、実線の矢印は、電力の流れを示し、白抜きの矢印は、熱の
流れを示している。以降においても同様の表記を用いる。
【００１４】
　給電部１０は、照明装置１の外部の電源Ｐから電力を供給され、供給された電力を点灯
回路３０に供給する。具体的には、給電部１０は、給電部１０が有する接点（不図示）を
介して電源Ｐから電力を供給される。また、給電部１０は、点灯回路３０に接続されてお
り、電源Ｐから供給された電力を点灯回路３０に供給する。このように給電部１０は、照
明装置１と電源Ｐとの電気的な接続を確保する。給電部１０が電源Ｐから供給される電力
は、例えば、ＡＣ１００Ｖの交流電力である。
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【００１５】
　また、給電部１０は、照明装置１が取り付けられる相手となる、造営材に設けられた器
具に対して照明装置１を着脱可能に固定する。このように給電部１０は、造営材と照明装
置１との機械的な接続を確保する。
【００１６】
　以降において、給電部１０が口金であり、造営材に設けられた器具としての受金（ソケ
ット）にねじ込まれることで、照明装置１と電源Ｐとの電気的な接続及び機械的な接続を
確保する構成を例として説明する。なお、給電部１０は、引っ掛けシーリング、又は、コ
ンセントの差込プラグであってもよい。
【００１７】
　電池２０は、照明装置１を点灯させるための電力を点灯回路３０及び発光部４０に供給
する電池である。電池２０は、一次電池であってもよいし二次電池であってもよい。電池
２０は、二次電池である場合には、給電部１０から電力の供給を受けて充電する。なお、
電池２０が入出力する電力は、直流電力であってもよいし交流電力であってもよい。電池
２０が交流電力を入力又は出力する場合には、電池２０は、その内部に直流電力と交流電
力とを相互に変換し、また、電圧を変換する変換器を有し、必要に応じて直流及び交流を
切り替え、また、電圧の変換を行うものとする。
【００１８】
　点灯回路３０は、発光部４０を発光させるための電源回路である。点灯回路３０は、給
電部１０、電池２０及び発光部４０に接続されており、給電部１０及び電池２０から選択
的に供給される電力を発光部４０が発光するのに必要な電力に変換して発光部４０に供給
する。つまり、点灯回路３０は、給電部１０が供給する電力だけを発光部４０に供給して
もよいし、電池２０が供給する電力だけを発光部４０に供給してもよいし、給電部１０及
び電池２０の両方が供給する電力を発光部４０に供給してもよい。
【００１９】
　例えば、点灯回路３０は、給電部１０から供給されるＡＣ１００Ｖの交流電力を、所定
の電圧の直流電力に変換（ＡＣ／ＤＣ変換）して発光部４０に供給する。また、例えば、
点灯回路３０は、電池２０から供給される直流電力を、所定の電圧の直流電力に変換（Ｄ
Ｃ／ＤＣ変換）して発光部４０に供給する。
【００２０】
　点灯回路３０は、より具体的には、回路基板上に容量素子、抵抗素子、整流回路素子、
コイル素子、チョークコイル、ノイズフィルタ、ダイオード又は集積回路素子等の半導体
素子等が実装されたもの（不図示）であり、発光部４０に電力を供給する際には熱を発生
させる。
【００２１】
　なお、点灯回路３０は、給電部１０が電源Ｐから電力の供給を受けているとき、つまり
通電状態においては給電部１０から供給される電力に基づいて発光部４０を発光させ、給
電部１０が電源Ｐから電力の供給を受けていないとき、つまり停電状態においては電池２
０から供給される電力に基づいて発光部４０を発光させてもよい。このようにすれば、点
灯回路３０は、通電状態及び停電状態のどちらであっても発光部４０を点灯させることが
でき、照明装置１が、防災用又は非常時用の照明装置として用いられることが可能となる
。
【００２２】
　発光部４０は、発光素子を有する発光モジュールであり、白色などの所定の色の光を放
出することで発光する。発光部４０は、点灯回路３０に電気的に接続されており、点灯回
路３０から供給される電力により発光する。つまり、発光部４０は、給電部１０及び電池
２０から選択的に供給される電力に基づいて発光する。
【００２３】
　また、発光部４０は、発光する際に熱を発生させる。発光部４０が発生させる熱は、点
灯回路３０が発生させる熱より大きい。発光素子は、例えば、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍ
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ｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）である。
【００２４】
　抑制部５０は、発光部４０による発光により発生する熱が電池２０へ伝わることを抑制
する。また、抑制部５０は、発光部４０が発光するときに点灯回路３０により発生する熱
が電池２０へ伝わることを抑制する。
【００２５】
　発光部４０が発光するときに発光部４０及び点灯回路３０が発生させる熱は、機械的な
接続を通じて電池２０に伝えられる。抑制部５０は、このように電池２０に伝えられる熱
の量を小さくすることで、電池２０が高温状態に置かれることを回避する。
【００２６】
　例えば、抑制部５０は、筺体６０に設けられるくびれ部、断熱部材、放熱部材若しくは
延出部、又は、電池２０の配置位置などにより電池２０に伝えられる熱の量を小さくする
。これらの具体的な構成については、以降で詳しく説明する。
【００２７】
　筺体６０は、照明装置１の筺体である。筺体６０は、特に断らない限り、その内部に照
明装置１の構成要素を収容し、照明装置１の外郭をなす。発光部４０及び点灯回路３０が
発生させる熱の一部は、筺体６０に伝わり、さらに、筺体６０の外部に放熱されることで
照明装置１が冷却される。
【００２８】
　以降に置いて、抑制部５０の具体的な構成について図面を参照しながら説明する。
【００２９】
　図３Ａは、本実施の形態における抑制部５０としてのくびれ部５１を備える照明装置２
を示す外観図である。図３Ａに示される照明装置２は、照明装置１の抑制部５０をより具
体的に示した構成の一例である。
【００３０】
　図３Ａに示されるように、照明装置２は、くびれ部５１を、抑制部５０として備える。
また、筺体６０は、電池２０、抑制部５０及び発光部４０を、この順で配置された状態で
収容している。
【００３１】
　くびれ部５１は、筺体６０を、電池２０を収容する筺体部Ｐ１と、発光部４０及び点灯
回路３０を収容する筺体部Ｐ２とに分断する位置に形成された棒体である。この位置は、
筺体６０を筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とに分断する位置であるともいえる。言い換えれば、
くびれ部５１は、発光部４０から点灯回路３０に熱が流れる経路（以降、「熱流経路」と
いう）における、熱流方向に垂直な面における断面積が小さい部分である。ここで、熱流
方向とは紙面上の下から上へ向かう方向である。なお、筺体部Ｐ１は第一筐体部に相当し
、筺体部Ｐ２は第二筐体部に相当する。
【００３２】
　具体的には、くびれ部５１の太さＷ１は、筺体部Ｐ１の太さＷ０より小さい。なお、筺
体６０及び棒体の熱流経路に垂直な面における断面が円である場合には、上記でいう「太
さ」を「直径」と読み替えてもよい。
【００３３】
　くびれ部５１は、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とを電気的に接続している。くびれ部５１は
、給電部１０及び電池２０のそれぞれと点灯回路３０とを電気的に接続する導線を内部に
有している。
【００３４】
　また、くびれ部５１は、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とを機械的に接続している。つまり、
発光部４０及び点灯回路３０が発生させる熱は、くびれ部５１を通じて電池２０に伝えら
れる。しかしながら、くびれ部５１の太さＷ１が筺体部Ｐ１及びＰ２の太さより小さいこ
とから、電池２０に伝えられる熱の量は、くびれ部５１が存在しない場合に比べて小さく
抑えられる。
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【００３５】
　なお、照明装置２は、くびれ部５１を複数備えてもよい。くびれ部５１を複数備える照
明装置について、以下で説明する。
【００３６】
　図３Ｂは、本実施の形態における抑制部５０としてのくびれ部５１Ａ及び５１Ｂを備え
る照明装置２Ａを示す外観図である。図３Ｂに示される照明装置２Ａは、照明装置１の抑
制部５０をより具体的に示した構成の一例である。
【００３７】
　図３Ｂに示されるように、照明装置２Ａは、くびれ部５１Ａ及び５１Ｂを、抑制部５０
として備える。くびれ部５１Ａと５１Ｂとの太さは、互いに同一であってもよいし、異な
っていてもよい。くびれ部５１Ａ及び５１Ｂのそれぞれは、くびれ部５１と同様の機能を
有する。このように、照明装置２Ａは、くびれ部を２つ有するので、照明装置２より機械
的強度が高い。
【００３８】
　なお、照明装置は、くびれ部を３つ以上備えてもよい。また、その場合、くびれ部のそ
れぞれの太さは、互いに同一であってもよいし異なっていてもよい。くびれ部の数が多い
ほど、機械的強度が増大するとともに、電池２０に伝えられる熱の量が増大する。そのた
め、くびれ部の数は、電池２０の種別、発光部４０の発光輝度、又は、筺体６０の材質な
どにより適切に定められることが望ましい。
【００３９】
　上記のように、照明装置２及び２Ａは、熱流経路の断面積を小さくすることで電池２０
に伝えられる熱の量を削減することによって、電池２０が高温状態に置かれることを回避
する。これにより、照明装置２及び２Ａは、より高輝度での点灯が可能である。
【００４０】
　図４Ａは、本実施の形態における抑制部５０としての断熱部材５２を備える照明装置３
を示す外観図である。図４Ａに示される照明装置３は、照明装置１の抑制部５０をより具
体的に示した構成の一例である。
【００４１】
　図４Ａに示されるように、照明装置３は、断熱部材５２を、抑制部５０として備える。
【００４２】
　断熱部材５２は、筺体６０を、電池２０を収容する筺体部Ｐ１と、発光部４０及び点灯
回路３０を収容する筺体部Ｐ２とに分断する位置に設けられる断熱部材である。言い換え
れば、断熱部材５２は、上記位置において筺体６０内の空間をすきまなく分断する断熱部
材である。断熱部材５２は、筺体部Ｐ１及びＰ２を構成する材料より熱伝導率が小さい材
料により構成されている。例えば、筺体部Ｐ１及びＰ２がアルミニウム製である場合、断
熱部材５２は樹脂製とすることができる。
【００４３】
　断熱部材５２は、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とを分断するような形状であればどのような
形状であってもよい。例えば、断熱部材５２は、図４Ａに示されるように、筺体部Ｐ１と
筺体部Ｐ２とを分断するような板状とする。
【００４４】
　断熱部材５２は、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とを機械的に接続している。つまり、発光部
４０及び点灯回路３０が発生させる熱は、断熱部材５２を通じて電池２０に伝えられる。
しかしながら、断熱部材５２の熱伝導率が、筺体部Ｐ１及びＰ２の熱伝導率より小さいの
で、電池２０に伝えられる熱の量は、断熱部材５２を備えない場合と比べて小さく抑えら
れる。
【００４５】
　なお、照明装置３は、断熱部材５２の代わりに、発光部４０及び点灯回路３０が発生さ
せる熱を積極的に外部に放熱することで、その熱が電池２０に伝えられることを抑制する
放熱部材を備えてもよい。その場合、断熱部材５２は、外部への放熱性が高い材料又は形
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状で構成されることを要する。
【００４６】
　なお、断熱部材５２の他の形状について以下で説明する。
【００４７】
　図４Ｂは、本実施の形態における抑制部５０としての断熱部材５２Ａを備える照明装置
３Ａを示す外観図である。
【００４８】
　図４Ｂに示されるように、照明装置３Ａは、断熱部材５２Ａを、抑制部５０として備え
る。断熱部材５２Ａは、断熱部材５２と同様、熱伝導率が小さい材料で構成されている。
また、断熱部材５２Ａは、電池２０を包囲するように配置されている。
【００４９】
　照明装置３Ａは、断熱部材５２Ａによって、電池２０に伝えられる熱の量を小さく抑え
ることができる。
【００５０】
　上記のように、照明装置３及び３Ａは、熱流経路に熱伝導度が比較的小さい材料を用い
ることで電池２０に伝えられる熱の量を削減することによって、電池２０が高温状態に置
かれることを回避する。これにより、照明装置３及び３Ａは、より高輝度での点灯が可能
である。
【００５１】
　図５は、本実施の形態における抑制部５０としての延出部５３を備える照明装置４を示
す外観図である。図５に示される照明装置４は、照明装置１の抑制部５０をより具体的に
示した構成の一例である。
【００５２】
　図５に示されるように、照明装置４は、延出部５３を、抑制部５０として備える。
【００５３】
　延出部５３は、点灯回路３０及び発光部４０から電池２０に至る熱流経路を従来の照明
装置より長くするために設けられる。延出部５３は、点灯回路３０及び発光部４０が発生
させる熱を電池２０に伝えるが、その熱の一部をその熱流経路の途上で空気中に放熱する
。これにより、電池２０に伝えられる熱の量を小さくする。
【００５４】
　なお、延出部５３が照明装置４の外部と接する面は、延出部５３と異なる部分より高い
放熱性を有するように構成してもよい。このようにすれば、熱流経路の途上で外部に放出
される熱の量がさらに増加し、電池２０に伝えられる熱の量がさらに削減される。
【００５５】
　なお、電池２０の配置場所を調整することで、延出部５３と同様の効果を得ることも可
能である。
【００５６】
　図６は、本実施の形態における照明装置１等の電池２０の配置箇所の別構成を示す外観
図である。図６に示される電池２０は、給電部１０としての口金の内部に配置される。こ
のようにすることで、発光部４０及び点灯回路３０から電池２０への熱流経路を長くする
ことができ、上記の延出部５３と同様に、電池２０に伝えられる熱の量を小さくする効果
が得られる。
【００５７】
　また、給電部１０としての口金は、照明装置１等が造営材に取り付けられる際には、造
営材に設けられる受金にねじ込まれる。よって、発光部４０から伝えられる熱の一部は、
給電部１０としての口金、及び、受金を介して造営材に伝えられる。これにより、さらに
、電池２０に伝えられる熱の量を小さくする効果が得られる。
【００５８】
　なお、電池２０は、電池２０の少なくとも一部が給電部１０としての口金の内部に位置
するように配置されてもよいし、口金の近傍の位置に配置されてもよい。このような配置
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であっても、上記の延出部５３と同様に、電池２０に伝えられる熱の量を小さくする効果
が得られる。
【００５９】
　上記のように、照明装置４は、熱流経路を長くすることで電池２０に伝えられる熱の量
を削減することによって、電池２０が高温状態に置かれることを回避する。これにより、
照明装置４は、より高輝度での点灯が可能である。
【００６０】
　図７及び図８は、本実施の形態における抑制部５０としての空隙部５４を備える照明装
置５を示す外観図である。
【００６１】
　図７及び図８に示されるように、照明装置５は、電池２０Ａと、板体６１とを備える。
その他の構成要素は、これまでに説明した照明装置２等におけるものと同じである。
【００６２】
　板体６１は、筺体６０と電池２０Ａとを機械的に接続する板体である。
【００６３】
　電池２０Ａは、筺体６０の外部に筺体６０と空隙部５４を隔てて配置される電池である
。電池２０Ａは、電力線２０Ｂにより点灯回路３０と接続されており、電力線２０Ｂを通
じて電力を点灯回路３０に供給する。電池２０Ａの形状はどのようなものであってもよい
。照明装置５としての外形をなるべく小さくしながら電池２０Ａの体積を大きくすること
を目的とする場合、電池２０Ａは、図７及び図８に示されるような円環形状が望ましい。
電池２０Ａは、板体６１により支持されることで、筺体６０に対する相対位置が固定され
る。
【００６４】
　照明装置５において、筺体６０と電池２０Ａとの間の空隙部５４が、抑制部５０に相当
する。つまり、発光部４０及び点灯回路３０と電池２０Ａとが空隙部５４を隔てているこ
とにより、発光部４０及び点灯回路３０が発生させる熱が電池２０Ａに伝えられることが
抑制される。
【００６５】
　なお、照明装置５は、使用状態においては、例えば造営材としての天井に埋設されるこ
とが想定される。その場合、図７に示されるように、天井７１に設けられた埋設用凹部７
０に筺体６０が収納され、板体６１が天井７１に当接するように配置されることが想定さ
れる。このようにすれば、外観を損ねることなく、電池２０Ａを筺体６０外に備える照明
装置５を造営材に設置し利用することができる。
【００６６】
　以上のように本実施の形態における照明装置１等は、照明装置１等の外部から電力を供
給される給電部１０と、電池２０と、給電部１０及び電池２０から選択的に供給される電
力に基づいて発光する発光部４０と、発光部４０による発光により発生する熱が電池２０
へ伝わることを抑制する抑制部５０とを備える。
【００６７】
　これによれば、発光部４０から電池２０に伝えられる熱の量を抑制部５０が削減するこ
とで、電池２０が高温状態に置かれることが回避される。よって、照明装置１等は、より
高輝度での点灯が可能である。
【００６８】
　例えば、照明装置１等は、さらに、電池２０、抑制部５０及び発光部４０を、この順に
配置された状態で収容する筺体６０を備える。
【００６９】
　これによれば、抑制部５０は、発光部４０が発生される熱が筺体内において電池に伝え
られる経路（熱流経路）の途上において、その熱の一部が電池に伝えられるのを抑制する
。これにより、発光部４０から電池に伝えられる熱の量が削減され、電池２０が高温状態
に置かれることが回避される。
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【００７０】
　例えば、抑制部５０は、筺体６０を、電池２０を収容する筺体部Ｐ１と、発光部４０を
収容する筐体部Ｐ２とに分断する位置に形成されたくびれ部５１である。
【００７１】
　これによれば、照明装置３Ａ等において発光部４０から電池２０に伝えられる熱を、抑
制部５０としてのくびれ部５１により、具体的に削減することができる。くびれ部５１は
、熱流経路に垂直な方向における断面積が筺体の断面積より小さい。そのため、発光部４
０から電池２０に伝えられる熱の量が制限されることにより、発光部４０から電池２０に
伝えられる熱が削減される。
【００７２】
　例えば、抑制部５０は、筺体６０内の空間を分断する断熱部材５２である。
【００７３】
　これによれば、照明装置３等において発光部４０から電池２０に伝えられる熱を、抑制
部５０としての断熱部材５２により、具体的に削減することができる。特に、筺体内の空
間が断熱部材５２により、発光部４０を含む空間と、電池２０を含む空間とに分断される
ので、熱が発光部４０から電池２０に伝えられることが抑制される。
【００７４】
　例えば、抑制部５０は、電池２０を包囲する断熱部材５２Ａである。
【００７５】
　これによれば、照明装置３Ａにおいて発光部４０から電池２０に伝えられる熱を、抑制
部５０としての断熱部材５２Ａにより、具体的に削減することができる。特に、電池２０
が断熱部材５２Ａに包囲されているので、熱が発光部４０から電池２０に伝えられること
が抑制される。
【００７６】
　例えば、抑制部５０は、熱の一部を筺体６０外へ放熱する放熱部材である。
【００７７】
　これによれば、照明装置１等において発光部４０から電池２０に伝えられる熱を、抑制
部５０としての放熱部材により、具体的に削減することができる。放熱部材は、上記熱の
一部を筐体外の空気へ放出することにより、熱が発光部４０から電池２０に伝えられるこ
とを抑制する。
【００７８】
　例えば、電池２０は、少なくとも一部が給電部１０の内部に位置するように配置されて
いる。
【００７９】
　これによれば、電池２０が給電部１０の内部又は近傍に配置されることで、電池２０と
発光部４０との熱流経路の長さを長くするとともに、発光部４０からの熱の一部を給電部
１０から造営材へ伝えることができる。これにより、発光部４０から電池２０に伝えられ
る熱の量が削減される。
【００８０】
　例えば、照明装置５は、さらに、発光部４０を収容する筺体６０を備え、電池２０Ａは
、筺体６０の外部に筺体６０と空隙部５４を隔てて配置され、抑制部５０は、空隙部５４
である。
【００８１】
　これによれば、照明装置５において発光部４０から電池２０Ａに伝えられる熱を、抑制
部５０としての電力線２０Ｂ及び空隙部５４により、具体的に削減することができる。照
明装置６は、電力線２０Ｂにより電池２０Ａと発光部４０との電気的な接続を確保すると
ともに、機械的な接続を極力小さくする。また、空隙部５４を介した熱の伝導は、実質的
にはないと考えられる。これにより、発光部４０から電池２０Ａに伝えられる熱の量が削
減される。
【００８２】
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　例えば、照明装置１等は、さらに、（ｉ）給電部１０が外部から電力を供給されている
ときには給電部１０が外部から供給された電力を発光部４０に供給し、（ｉｉ）給電部１
０が外部から電力を供給されていないときには電池２０が出力する電力を発光部４０に供
給する点灯回路３０を備える。
【００８３】
　これによれば、照明装置１等は、防災用又は非常時用の照明装置として用いられること
が可能になる。外部からの電源供給がある通電状態においても、外部からの電源供給がな
い停電状態においても、発光部４０を点灯させることができるからである。
【００８４】
　例えば、抑制部５０は、さらに、点灯回路３０が発光部４０に電力を供給することに伴
って発生する熱が電池２０へ伝わることを抑制する。
【００８５】
　これによれば、照明装置１等は、発光部４０が発光しているときに点灯回路３０が発生
させる熱が電池２０に伝えられることを抑制することができる。これにより、電池２０が
高温状態に置かれることが回避される。
【００８６】
　（実施の形態２）
　本実施の形態において、より高輝度での点灯が可能な照明装置について説明する。具体
的には、照明装置が高輝度で点灯したとしても、照明装置が備える電池が高温状態に置か
れることを回避することで、より高輝度での点灯が可能である照明装置について説明する
。特に、発光部等の熱源と電池との電気的接続を維持しながら、流れる熱の量を極力小さ
くする構成について説明する。
【００８７】
　本実施の形態に係る照明装置は、いずれも、実施の形態１における照明装置１（図１及
び図２）の具体的構成である。なお、実施の形態１における照明装置１等と同様の構成要
素については、同様の符号を付し、詳細な説明を省略することがある。
【００８８】
　図９は、本実施の形態における抑制部５０としての着脱機構５５を備える照明装置６を
示す外観図である。
【００８９】
　図９に示されるように、照明装置６は、給電部１０と、電池２０と、点灯回路３０と、
発光部４０と、抑制部５０と、筺体６０とを備える。照明装置６の上記構成要素は、実施
の形態１における同名の構成要素と同じであるので詳細な説明を省略する。
【００９０】
　照明装置６は、着脱機構５５を、抑制部５０として備える。
【００９１】
　筺体６０は、給電部１０と電池２０とを収容する筺体部Ｐ１と、点灯回路３０及び発光
部４０を収容する筺体部Ｐ２とに分離可能な構造を有する。
【００９２】
　着脱機構５５は、筺体部Ｐ１と、筺体部Ｐ２とを着脱自在に接続する着脱機構であり、
着脱機構５５は、電池２０と点灯回路３０とを電気的に接続するための電極を備える。一
方、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２との熱の流れを極力抑えるため、電極以外の部分では接触し
ないように構成されることが望ましい。なお、着脱機構５５は、コネクタに相当する。
【００９３】
　より具体的には、着脱機構５５は、口金１１と受金１１Ａとを有する構成により実現さ
れ、口金１１が受金１１Ａにねじ込まれることで、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とを着脱自在
に接続する。そして、口金１１と受金１１Ａとにそれぞれ設けられる、互いに対応する２
つの接点（不図示）を通じて、給電部１０又は電池２０から点灯回路に電力が供給される
。
【００９４】
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　なお、着脱機構５５を介して筺体部Ｐ１から筺体部Ｐ２に流れる電力は、交流電力であ
ってもよいし直流電力であってもよい。
【００９５】
　交流電源とする場合、給電部１０が電源Ｐから供給された交流電力、及び、電池２０か
ら供給される交流電力の少なくとも一方が、口金１１及び受金１１Ａを介して点灯回路３
０に供給される。
【００９６】
　直流電力とする場合、給電部１０が電源Ｐから供給された交流電力がＡＣ／ＤＣ変換器
（不図示）により変換された直流電力、及び、電池２０から供給される直流電力の少なく
とも一方が、口金１１及び受金１１Ａを介して点灯回路３０に供給される。
【００９７】
　図１０は、本実施の形態における抑制部５０としての着脱機構５６を備える照明装置７
を示す外観図である。
【００９８】
　図１０に示されるように、照明装置７は、着脱機構５６を、抑制部５０として備える。
また、照明装置７は、点灯回路３０Ａを備える。
【００９９】
　着脱機構５６は、照明装置７のうち電池２０を収容する筺体部Ｐ１と、発光部４０及び
点灯回路３０を収容する筺体部Ｐ２とを着脱自在に接続する着脱機構である。着脱機構５
５は、電池２０と点灯回路３０Ａとを電気的に接続するための電極を備える。一方、筺体
部Ｐ１と筺体部Ｐ２との熱の流れを極力抑えるため、電極以外の部分では接触しないよう
に構成されることが望ましい。
【０１００】
　より具体的には、着脱機構５６は、筺体部Ｐ１側に４つの端子８１Ａ、８２Ａ、８３Ａ
及び８４Ａを備え、これらのそれぞれに対応するように、筺体部Ｐ２側に４つの端子８１
、８２、８３及び８４を備える。端子８１Ａ及び８１、並びに、端子８２Ａ及び８２には
、給電部１０を通じて電源Ｐから交流電力が供給される。端子８３Ａ及び８３、並びに、
端子８４Ａ及び８４には、電池２０から直流電力が供給される。
【０１０１】
　点灯回路３０Ａは、実施の形態１における点灯回路３０と同様の機能を有するが、交流
電力と直流電力との両方の供給を受けることができ、供給された電力を所定の電圧の直流
電力に変換（ＤＣ／ＤＣ変換）して発光部４０に供給する。
【０１０２】
　点灯回路３０Ａは、端子８１及び８２から交流電力が供給された場合には、所定の電圧
の直流電力に変換（ＡＣ／ＤＣ変換）して発光部４０に供給する。また、点灯回路３０Ａ
は、端子８３及び８４から直流電力が供給された場合には、所定の電圧の直流電力に変換
（ＤＣ／ＤＣ変換）して発光部４０に供給する。
【０１０３】
　上記のように、照明装置６及び７は、着脱機構５５又は５６により、発光部４０及び点
灯回路３０（又は３０Ａ）から電池２０への熱伝導を抑制することで、電池２０が高温状
態に置かれることを回避する。これにより、照明装置６及び７は、より高輝度での点灯が
可能である。
【０１０４】
　なお、発光部４０が、ＬＥＤのように長寿命の発光素子である場合には照明装置６及び
７の構成の有用性が高い。例えばＬＥＤは一般に１０年程度の使用が可能とされている。
一方、電池の寿命は３～４年というようにＬＥＤの使用可能期間より短いのが一般的であ
る。そこで、電池の寿命を超えたときに電池を収容する筺体部Ｐ１だけを交換することで
、電池の寿命を超えて筺体部Ｐ２を使用し続けることが可能となる。
【０１０５】
　なお、照明装置６及び７において、給電部及び電池は、上記と異なる構成をとることも
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可能である。以下で具体的に説明する。
【０１０６】
　図１１は、本実施の形態における照明装置の給電部１２の別構成を示す外観図である。
【０１０７】
　図１１に示される給電部１２は、造営材に設けられた引掛シーリングと掛かり合うこと
で照明装置を着脱可能に固定する引掛栓刃である。この構成においても、上記と同様に、
電池２０が高温状態に置かれることを回避し、照明装置によるより高輝度での点灯が可能
である。
【０１０８】
　図１２は、本実施の形態における照明装置の電池２３の別構成を示す外観図である。
【０１０９】
　図１２に示される電池２３は、交換が可能な一次電池であり、電池ボックス２３Ａに挿
入されている。電池２３は、電池残量が少なくなった場合、又は、劣化若しくは故障した
場合などに交換される。このようにすることで、電池の寿命を超えて筺体部Ｐ１及びＰ２
を使用し続けることが可能となる。
【０１１０】
　なお、上記の各照明装置では、抑制部５０を設ける都合上、発光部４０が発する光を外
部に出射する出射領域が狭められる可能性がある。この場合には、照明装置が外部に照射
する光の量が制限される可能性がある。これを回避するための照明装置の構成を以下で説
明する。
【０１１１】
　図１３は、本実施の形態における拡散板９０及び導光板９１を備える照明装置８を示す
外観図である。照明装置８は、抑制部５０を備えることで発光領域が制限されることを小
さくする照明装置である。
【０１１２】
　図１３に示されるように、照明装置８は、給電部１２と、電池２０と、点灯回路３０と
、発光部４０と、抑制部５０と、拡散板９０と、導光板９１とを備える。なお、実施の形
態１及び本実施の形態で既に説明した構成要素と同一の構成要素は、同一の符号を付し詳
細な説明を省略する。
【０１１３】
　拡散板９０は、発光部４０から入射される光を拡散する。拡散板９０が拡散した光の一
部は、照明装置８の外部であり紙面上の下方へ進行することで照明装置８の下方を照明す
る。また、拡散板９０が拡散した光の別の一部は、導光板９１に進入する。
【０１１４】
　導光板９１は、拡散板から進入した光を内部に取り入れ、取り入れた光を導光板９１の
表面から出射する。導光板９１の表面から出射された光は、照明装置８の、紙面上の左右
方向を照明する。
【０１１５】
　このようにすることで、照明装置８が抑制部５０を備える場合であっても、照明装置８
の外郭のほぼ全域を出射領域とすることができる。
【０１１６】
　なお、照明装置６等は、発光部４０を収容する筺体部とは別体の筺体部に電池２０を収
容する構成である。これらと同じように、発光部４０を収容する筺体部の外部に電池２０
の配置する構成の２つの例を以下で説明する。第一の例は、電池モジュールを用いた構成
であり、第二の例は、一般に照明装置とともに使用される壁スイッチを用いた構成である
。
【０１１７】
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、本実施の形態における外部の電池２１と接続される照明装置
９を示す外観図である。
【０１１８】
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　図１４Ａ及び図１４Ｂに示されるように、照明装置９は、コネクタ９３を備える。また
、照明装置９は、筺体６０内に電池を備えず、コネクタ９３を介して外部の電池２１から
電力を供給される。
【０１１９】
　コネクタ９３は、外部の電池２１に電気的に接続されるコネクタである。コネクタ９３
は、電池２１に取り付けられているコネクタ９３Ａと対応する形状を有しており、コネク
タ９３Ａと着脱自在に接続される。コネクタ９３は内部に接点（不図示）を有しており、
コネクタ９３Ａの内部の接点（不図示）を通じて照明装置９に電力を供給する。
【０１２０】
　図１４Ａには、コネクタ９３とコネクタ９３Ａとが接続されていない、つまり分離して
いる状態が示されており、図１４Ｂには、コネクタ９３Ａがコネクタ９３に接続された状
態が示されている。図１４Ｂにおいて、電池２１は、筺体６０と空隙部５７を隔てて配置
されている。この場合、空隙部５７が抑制部５０に相当する。
【０１２１】
　なお、コネクタ９３及び９３Ａは、既存の規格により定められる形状のものであっても
よいし、専用の形状のものであってもよい。例えば、コネクタ９３及び９３Ａは、ＵＳＢ
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）規格に従うものを採用することができる
。なお、この場合、少なくともＵＳＢのバスパワーが供給される接点があればよい。ＵＳ
Ｂ規格に従うものを用いれば、すでに普及している携帯端末用のＵＳＢバッテリなどを電
池２１として利用できる点で有用である。
【０１２２】
　以上のように、本実施の形態における照明装置６等は、照明装置６等の外部から電力を
供給される給電部１０と、電池２０と、給電部１０及び電池２０から選択的に供給される
電力に基づいて発光する発光部４０と、発光部４０による発光により発生する熱が電池２
０へ伝わることを抑制する抑制部５０と、電池２０、抑制部５０及び発光部４０を、この
順に配置された状態で収容する筺体とを備え、筺体は、給電部１０と電池２０とを収容す
る筺体部Ｐ１と、発光部４０を収容する筺体部Ｐ２とに分離可能な構造を有し、抑制部５
０は、筺体部Ｐ１と筺体部Ｐ２とを電気的に接続するコネクタである。
【０１２３】
　これによれば、発光部４０から電池２０に伝えられる熱の量を抑制部５０が削減するこ
とで、電池２０が高温状態に置かれることが回避される。よって、照明装置６等は、より
高輝度での点灯が可能である。
【０１２４】
　また、照明装置６等において発光部４０から電池２０に伝えられる熱を、抑制部５０と
しての着脱機構５５により、具体的に削減することができる。照明装置６等は、着脱機構
５５により、筐体部Ｐ１と筐体部Ｐ２との電気的な接続を確保するとともに、機械的な接
続を極力小さくすることができる。これにより、発光部４０から電池２０に伝えられる熱
の量が削減される。
【０１２５】
　（その他の実施の形態）
　上記各実施の形態における照明装置について、他の実施の形態を説明する。
【０１２６】
　図１５は、照明装置１００ｎの外観構成の一例を示す図である。
【０１２７】
　照明装置１００ｎは、上記各実施の形態の照明装置１等の機能構成を備えるとともに、
グローブ１８３、筺体１８１、給電部１０２、および複数の突起１８２とを備えた電球形
ＬＥＤランプとして構成されている。
【０１２８】
　筺体１８１は、略筒状に形成され、電池２０及び点灯回路３０等を囲う。
【０１２９】
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　グローブ１８３は、開口部を有する中空の略半球状に形成された、発光部４０を覆う透
光性カバーである。グローブ１８３は、グローブ１８３の開口部と筺体１８１の開口部と
が当接するように、筺体１８１に取り付けられている。発光部４０から放出される光は、
グローブ１８３を介して照明装置１００ｎの外部に放たれる。
【０１３０】
　給電部１０２は、口金として構成され、筺体１８１のグローブ１８３と反対側の開口部
から露出するように、その筺体１８１に取り付けられている。
【０１３１】
　複数の突起１８２はそれぞれ略棒状に形成されている。これらの突起１８２の一端（基
端）は、筺体１８１に回動自在に取り付けられている。
【０１３２】
　以上のように照明装置１００ｎが構成されているため、通常時、つまり、天井などにと
りつけられ、壁スイッチの操作に応じて照明装置１００ｎを点灯または消灯させるときに
は、照明装置１００ｎは、給電部１０２がソケットに嵌め込まれて使用される。また、停
電時などの防災時には、照明装置１００ｎをソケットから取り外して、ランタンとして使
用することができる。
【０１３３】
　つまり、通常時には、複数の突起１８２のそれぞれの基端と反対側の端（先端）をグロ
ーブ１８３側に寄せ、複数の突起１８２のそれぞれを筺体１８１の側面に沿わせる。これ
により、複数の突起１８２に邪魔されることなく照明装置１００ｎをソケットに取り付け
ることができる。
【０１３４】
　一方、防災時には、照明装置１００ｎをソケットから取り外し、複数の突起１８２のそ
れぞれの先端を給電部１０２側に寄せる。そして、それらの突起１８２の先端を例えばテ
ーブル、床、または地面などに当接させれば、グローブ１８３を上に向けた状態で照明装
置１００ｎを安定して立てることができる。照明装置１００ｎは、電池２０からの電力に
よっても点灯するため、床などに立てられた状態で点灯することができる。したがって、
照明装置１００ｎをランタンとして使用することができる。
【０１３５】
　図１６Ａ～図１６Ｃは、照明装置の外観構成の他の例を示す図である。
【０１３６】
　照明装置１００ｍは、上述の照明装置１００ｎと同様に、照明装置１等としての機能を
備えるとともに、グローブ１８３、筺体１８１、給電部１０２、および引掛け部１８４を
備えた電球形ＬＥＤランプとして構成されている。
【０１３７】
　また、照明装置１００ｍにおける筺体１８１は、図８Ａおよび図８Ｂに示すように、第
１の筺体１８１ａと、第２の筺体１８１ｂと、第３の筺体１８１ｃとからなり、伸縮自在
に構成されている。
【０１３８】
　第１の筺体１８１ａは、略筒状に形成され、電池２０及び点灯回路３０等を囲う。
【０１３９】
　グローブ１８３は、グローブ１８３の開口部と第１の筺体１８１ａの開口部とが当接す
るように、第１の筺体１８１ａに取り付けられている。
【０１４０】
　第２の筺体１８１ｂおよび第３の筺体１８１ｃも、それぞれ略筒状に形成されている。
第２の筺体１８１ｂの一方の開口部には、第３の筺体１８１ｃの一方の開口部が接続され
ている。第２の筺体１８１ｂの他方の開口部には、給電部１０２が露出するように取り付
けられている。
【０１４１】
　このような第２の筺体１８１ｂは、図１６Ａに示すように、第３の筺体１８１ｃが第１
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の筺体１８１ａの内部に挿入されて、第２の筺体１８１ｂの開口部が、第１の筺体１８１
ａの開口部に当接するように、第１の筺体１８１ａに取り付けられる。
【０１４２】
　また、第２の筺体１８１ｂは、第１の筺体１８１ａに対して移動化可能なように取り付
けられている。つまり、第２の筺体１８１ｂは、図１６Ｂに示すように、第１の筺体１８
１ａから引き離し可能であって、引き離されたときには、第３の筺体１８１ｃが、露出し
た状態で、第１の筺体１８１ａと第２の筺体１８１ｂとをつなぐ。このように、筺体１８
１は伸縮自在に構成されている。
【０１４３】
　また、引掛け部１８４は、略円弧状に形成され、その両端が第２の筺体１８１ｂに回動
自在に取り付けられている。
【０１４４】
　以上のように照明装置１００ｍが構成されているため、通常時、つまり、壁スイッチ２
００の操作に応じて照明装置１００ｍを点灯または消灯させるときには、照明装置１００
ｍは、給電部１０２がソケットに嵌め込まれて使用される。また、停電時などの防災時に
は、照明装置１００ｍをソケットから取り外して、懐中電灯またはランタンとして使用す
ることができる。
【０１４５】
　つまり、通常時には、筺体１８１を縮めた状態で引掛け部１８４をグローブ１８３側に
寄せる。これにより、引掛け部１８４に邪魔されることなく照明装置１００ｍをソケット
に取り付けることができる。
【０１４６】
　一方、防災時には、照明装置１００ｍをソケットから取り外し、第２の筺体１８１ｂお
よび第３の筺体１８１ｃを引き出して筺体１８１を延ばす。これにより、筺体１８１が握
りやすくなるため、照明装置１００ｍを懐中電灯として用いることができる。または、照
明装置１００ｍをソケットから取り外し、引掛け部１８４を給電部１０２側に寄せる。こ
れにより、引掛け部１８４を例えばフックなどに引掛けて照明装置１００ｍを吊るすこと
ができ、照明装置１００ｍをランタンとして使用することができる。
【０１４７】
　（その他）
　以上、本発明に係る照明装置について、上記実施の形態に基づいて説明したが、本発明
は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
【０１４８】
　その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わ
せることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１４９】
　　１　　照明装置
　　１０　　給電部
　　２０　　電池
　　３０　　点灯回路
　　４０　　発光部
　　５０　　抑制部
　　５１　　くびれ部
　　５２、５２Ａ　　断熱部材
　　５４、５７　　空隙部
　　６０　　筺体
　　Ｐ１、Ｐ２　　筺体部
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【図１５】
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【図１６Ｂ】
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